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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
利
水
施
設
の
概
要
と

大
型
公
共
事
業
計
画
の
将
来
展
望

松

本

充

郎

一

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
水
利
使
用
の
実
態(1
)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
人
口
が
約
四
千
万
人
（
日
本
の
約
三
分
の
一
）
で
、
降
水
量
が
年
間
約
五
六
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
日
本
の

約
三
分
の
一
）
で
あ
る(2
)。
一
人
当
た
り
の
水
資
源
賦
存
量
か
ら
見
る
と
日
本
と
大
差
な
い
は
ず
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
に
は
巨
大
な
利
水
施
設
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
巨
大
な
利
水
施
設
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

理
由
を
端
的
に
い
う
と
、
水
資
源
の
供
給
地
と
需
要
地
の
地
理
的
偏
在
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
面
積
は
日
本
の
約
一
・
一
倍
で
あ
り
、
主
に
、
地
元
の
地
表
水
お
よ
び
地
下
水
、
州
北
部
お
よ

び
州
北
東
部
（
シ
ャ
ス
タ
山
お
よ
び
シ
エ
ラ
ネ
バ
ダ
山
脈
が
源
流
で
あ
り
デ
ル
タ
（
Sacram
ento-San
Joaquin
D
elta）
に
お
い
て

取
水
さ
れ
て
い
る
）、
さ
ら
に
コ
ロ
ラ
ド
川
を
水
源
と
す
る
が(3
)、
需
要
の
中
心
は
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
や
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
等
の
南
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
の
諸
都
市
に
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
地
表
水
の
供
給
量
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
北
半
分
に
あ
り
需
要
量
の
七
五
パ
ー

セ
ン
ト
は
南
半
分
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
通
り
、
州
北
部
か
ら
の
導
水
は
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
を
は
じ
め
と
す
る
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
諸
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都
市
に
向
か
っ
て
お
り(4
)、
供
給
地
と
需
要
地
の
地
理
的
距
離
を
利
水
施
設
が
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

元
来
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
諸
都
市
は
砂
漠
で
あ
っ
た
た
め
、
地
元
の
限
ら
れ
た
地
表
水
を
水
源
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九

世
紀
末
か
ら
の
四
〇
年
間
で
の
電
動
モ
ー
タ
ー
の
普
及
に
よ
り
地
下
水
採
取
が
可
能
に
な
り
、
一
九
〇
〇
年
代
以
降
の
土
木
技
術
の
発

展
に
よ
り
巨
大
な
導
水
路
の
建
設
が
可
能
に
な
り
、
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
電
力
供
給
体
制
が
整
い
山
越
え
に
よ
る
導
水
が
可
能
に

な
っ
た(5
)。
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
以
降
は
、
有
効
需
要
創
出
政
策
と
い
う
財
政
的
条
件
も
整
っ
て
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
進
ん
だ
。
し
か
し
、

一
九
七
六
年
か
ら
一
九
七
七
年
の
渇
水
以
降
は
、
環
境
負
荷
と
財
政
的
負
担
か
ら
、
新
規
の
事
業
計
画
は
頭
打
ち
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
、
ま
ず
、
利
水
施
設
が
建
設
さ
れ
た
経
緯
を
概
観
し
、
次
に
、
利
水
施
設
完
成
後
の
論

争
と
今
後
の
公
共
事
業
の
展
望
に
つ
い
て
検
討
し
、
最
後
に
、
残
さ
れ
た
法
的
な
検
討
課
題
を
述
べ
る
。

二

主
な
利
水
施
設
と
利
水
者

主
な
利
水
施
設
お
よ
び
利
水
者
と
し
て
、
①
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
（
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
）・
②
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路

（
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
灌
漑
区
［
Ｉ
Ｉ
Ｄ
］・
大
都
市
圏
水
区
［
Ｍ
Ｗ
Ｄ
］）・
③
メ
ン
ド
ー
タ
運
河
（
セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
［
Ｃ
Ｖ
Ｐ
］、

セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
）・
④
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
導
水
路
（
州
利
水
事
業
［
Ｓ
Ｗ
Ｐ
］、
大
都
市
圏
水
区
［
Ｍ
Ｗ
Ｄ
］）・
⑤
ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ

チ
ー
導
水
路
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
）・
⑥
ト
ゥ
オ
ル
ミ
導
水
路
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾
東
岸
市
町
村
公
益
事
業
区
［
Ｅ
Ｂ
Ｍ
Ｕ

Ｄ
］）・
⑦
地
下
水
の
帯
水
層
（
州
全
域
）
が
あ
る
。
以
下
、
主
な
利
水
者
（
利
水
施
設
の
設
置
者
等
）
や
機
能
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

①

ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路(6
)

ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
は
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
水
資
源
電
力
局
（
Ｌ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｐ
）
が
、
東
シ
エ
ラ
ネ
バ
ダ
山
脈
の
オ
ー

ウ
ェ
ン
ス
バ
レ
ー
に
お
い
て
、
一
九
〇
八
年
に
着
工
し
、
一
九
一
三
年
に
完
成
し
た
導
水
路
で
あ
る
。
現
在
、
Ｌ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｐ
は
、
こ
の
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導
水
路
か
ら
年
間
四
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
四
・
九
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）
の
水
を
供
給
し
て
い
る
。
こ
の
量
は
年
間
三
二
〇
万

人
の
飲
料
水
に
相
当
す
る
（
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
の
人
口
は
約
四
百
万
人
で
あ
る
）。
い
わ
ゆ
る
モ
ノ
湖
事
件
は
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ

ル
ス
市
に
よ
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
バ
レ
ー
に
お
け
る
激
し
い
取
水
に
、
環
境
保
護
団
体
と
地
元
が
反
発
し
て
提
起
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
バ
レ
ー
の
三
〇
万
エ
ー
カ
ー
の
土
地
（
東
シ
エ
ラ
地
域
の
私
有
地
の
う
ち

九
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
取
得
し
、
一
九
四
一
年
に
は
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
を
モ
ノ
湖
に
延
伸
し
、
モ
ノ
湖
上
流
域
か
ら
導
水
し
、

さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
に
は
二
本
目
の
取
水
ト
ン
ネ
ル
を
建
設
し
た
。
州
水
資
源
管
理
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
）
に
対
し
て
、
モ
ノ
湖

に
流
入
す
る
支
流
五
本
の
う
ち
四
本
の
専
用
許
可
を
申
請
し
、
専
用
許
可
を
取
得
し
た
。
環
境
保
護
団
体
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
ル
オ
ー
デ
ュ

ボ
ン
協
会
お
よ
び
モ
ノ
湖
委
員
会
―
―
は
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
水
電
力
局
（
Ｌ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｐ
）
等
を
相
手
取
り
、
モ
ノ
湖
の
湖
岸
・

湖
底
・
水
は
公
共
信
託
法
理
に
基
づ
き
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
一
定
量
以
上
の
取
水
禁
止
（
差
止
め
）
を
求
め
て
州

地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
本
件
は
、
州
最
高
裁
が
、
公
共
信
託
法
理
に
基
づ
き
、
初
め
て
差
止
請
求
を
認
容
し
た
こ
と
や
、
可
航
水

域
に
影
響
を
与
え
る
非
可
航
水
域
に
同
法
理
を
拡
大
適
用
し
た
こ
と
等
で
知
ら
れ
る(7
)。

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
過
剰
な
取
水
の
影
響
に
よ
り
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
バ
レ
ー
の
河
川
敷
お
よ
び
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
湖
の
湖
底
は
露
出

し
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
周
辺
に
粒
子
状
物
質
を
も
た
ら
し
、
大
気
汚
染
も
深
刻
化
し
た
。
ま
た
、
モ
ノ
湖
の
水
位
は
低
下
し
、
周

辺
地
域
の
地
下
水
も
大
幅
に
低
下
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
モ
ノ
湖
事
件
を
含
む
様
々
な
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル

ス
市
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
バ
レ
ー
に
水
を
戻
し
、
清
浄
大
気
法
（
Clean
A
irA
ct,CA
A
）
の
違
反
状
態
を
是
正
し
、
モ
ノ
湖
の
水
位

を
回
復
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
三
つ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
同
市
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
バ
レ
ー
へ
の
依
存
度
を
下
げ
る
必
要

が
あ
っ
た
が
、
主
に
節
水
型
ト
イ
レ
の
普
及
と
水
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
実
現
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
三
〇

年
間
で
人
口
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
が
、
水
の
総
需
要
は
減
少
に
転
じ
、
人
口
一
人
当
た
り
で
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
節
水
を
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実
現
し
た
。

②

コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路

コ
ロ
ラ
ド
川
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
加
え
て
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
・
コ
ロ
ラ
ド
州
・
ユ
タ
州
・
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
・
ネ
バ
ダ

州
・
ア
リ
ゾ
ナ
州
お
よ
び
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
水
源
で
あ
り
、
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
は
、
コ
ロ
ラ
ド
川
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
利
水

者
が
導
水
す
る
た
め
の
水
路
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
の
ア
リ
ゾ
ナ
対
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
判
決(8
)に
よ
る
と
、
ボ
ル
ダ
ー
渓
谷
事
業
法
に
基
づ
く
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
へ
の
割
当

て
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
年
間
四
四
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
五
四
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
保
障
さ
れ
て
い
る
割

当
量
の
う
ち
、
四
分
の
三
は
農
地
の
灌
漑
―
―
パ
ロ
・
ベ
ル
デ
灌
漑
区
（
Ｐ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
）、
コ
ア
チ
ェ
ラ
渓
谷
水
区
（
Ｃ
Ｖ
Ｗ
Ｄ
）、
イ
ン

ペ
リ
ア
ル
灌
漑
区
（
Ｉ
Ｉ
Ｄ
、
一
九
一
一
年
創
設
）
―
―
に
使
わ
れ
て
い
る
。
州
南
部
の
諸
都
市
の
う
ち
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
給
水
す

る
大
都
市
圏
水
区
（
Ｍ
Ｗ
Ｄ
、
一
九
三
一
年
創
設
）
の
順
位
は
第
四
位
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
他
の
州
が
取
水
設
備
を
整
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
二
〇
〇
〇
年
ま
で
五
二
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
六
四
億
立
方
メ
ー
ト
ル
。
う
ち
八

〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
が
Ｍ
Ｗ
Ｄ
）
の
給
水
を
受
け
続
け
て
き
た(9
)。

コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
は
次
の
よ
う
な
経
緯
で
建
設
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｉ
Ｄ
お
よ
び
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
は
、
一
九
二
〇
年

代
の
大
渇
水
を
機
に
導
水
路
建
設
に
向
け
て
共
闘
を
始
め
た(10
)。
一
九
二
九
年
に
は
、
ボ
ル
ダ
ー
渓
谷
事
業
法
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
Ａ(11
)）
が
制
定
さ

れ
、
フ
ー
バ
ー
ダ
ム
お
よ
び
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
の
建
設
に
つ
い
て
連
邦
政
府
か
ら
の
補
助
金
の
支
給
が
決
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一

九
三
九
年
に
は
コ
ロ
ラ
ド
川
か
ら
の
導
水
が
始
ま
り
、
一
九
四
一
年
に
は
Ｍ
Ｗ
Ｄ
へ
の
導
水
が
始
ま
っ
た
。

コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
の
末
端
に
あ
る
ソ
ル
ト
ン
湖
は
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
七
年
の
工
事
ミ
ス
に
よ
る
洪
水
か
ら
偶
然
で
き
た

塩
水
湖
で
あ
り
、
縦
三
五
マ
イ
ル
・
横
九
―
一
五
マ
イ
ル
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
最
大
の
湖
で
あ
る
。
Ｉ
Ｉ
Ｄ
お
よ
び
Ｃ
Ｖ
Ｗ
Ｄ
に
給
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水
す
る
た
め
の
オ
ー
ル
ア
メ
リ
カ
ン
運
河
お
よ
び
コ
ア
チ
ェ
ラ
支
線
は
ラ
イ
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
Ｉ
Ｉ
Ｄ
は
余
剰
水

を
ソ
ル
ト
ン
湖
に
流
出
さ
せ
て
き
た
た
め
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
湖
の
規
模
は
こ
の
余
剰
水
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
ラ
イ
ニ

ン
グ
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
漏
水
や
余
剰
水
等
を
あ
わ
せ
た
量
は
三
五
―
四
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
に
上
り
、
年
間
三
〇
〇

万
人
分
の
飲
料
水
に
相
当
す
る
。
Ｍ
Ｗ
Ｄ
は
こ
の
「
水
の
無
駄
遣
い
」
に
目
を
付
け
、
水
の
移
転
を
持
ち
か
け
た(12
)。
ま
た
、
一
九
八
〇

年
代
ま
で
に
、
ソ
ル
ト
ン
湖
は
、
生
産
性
の
高
い
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
漁
場
と
な
り
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
フ
ラ
イ
ウ
ェ
イ
の
羽
休
め
の

場
と
し
て
鳥
類
を
育
ん
で
い
た
。

Ｉ
Ｉ
Ｄ
が
Ｍ
Ｗ
Ｄ
に
水
を
移
転
す
る
た
め
に
は
、
Ｐ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
・
Ｃ
Ｖ
Ｗ
Ｄ
・
Ｉ
Ｉ
Ｄ
の
水
利
権
の
定
量
化
を
前
提
条
件
と
し
て
、
水

利
権
概
念
と
水
取
引
の
概
念
的
な
関
係
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
水
の
取
引
量
・
価
格
を
決
定
し
、
環
境
影
響
評
価
を
実
施
し
、
環
境

影
響
緩
和
策
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
環
境
影
響
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｉ
Ｄ
か
ら
Ｍ
Ｗ
Ｄ
お
よ
び
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
郡
水
資
源
機
構
（
Ｓ

Ｄ
Ｃ
Ｗ
Ａ
）
へ
の
水
移
転
に
よ
り
、
ソ
ル
ト
ン
湖
へ
の
流
入
量
が
減
少
し
、
湖
は
縮
小
す
る
こ
と
に
な
る
。
水
移
転
（
水
取
引
）
を
は

じ
め
と
す
る
諸
争
点
に
関
す
る
合
意
が
、
水
利
権
定
量
化
に
関
す
る
和
解
合
意
（
Q
uantification
Settlem
entA
greem
ent,Q
SA
）

で
あ
る(13
)。

③

セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
（
メ
ン
ド
ー
タ
運
河
）

セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
（
CentralV
alley
Project,CV
P）
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
に
お
け
る
地
盤
沈
下
の
緩
和
を
主
た
る

目
的
と
し
て
構
想
さ
れ
、
最
終
的
に
は
季
節
的
な
洪
水
の
緩
和
と
水
資
源
の
供
給
を
目
的
と
し
て
実
現
さ
れ
た
。
既
存
の
主
な
施
設
は

一
九
三
七
年
か
ら
一
九
五
一
年
に
建
設
さ
れ
た
。
当
初
、
州
利
水
事
業
と
し
て
計
画
さ
れ
た
が
、
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ル
ト
ン
弁
護
士
が

ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
を
説
得
し
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
は
連
邦
利
水
事
業
と
さ
れ
、
一
九
三
七
年
に
コ
ン
ト
ラ
コ
ス
タ
運
河
の
建
設
が
開
始
さ

れ
た
（
一
九
四
八
年
完
成
）。
連
邦
開
墾
局
は
、
シ
ャ
ス
タ
ダ
ム
（
一
九
四
五
年
完
成
）・
フ
ラ
イ
ア
ン
ト
ダ
ム
（
一
九
四
四
年
完
成
）
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と
フ
ラ
イ
ア
ン
ト
・
カ
ー
ン
運
河
（
一
九
四
九
年
完
成
）
お
よ
び
メ
ン
ド
ー
タ
運
河
（
一
九
五
一
年
完
成
）
を
連
結
し
た
。
そ
の
後
、

陸
軍
工
兵
隊
に
よ
り
フ
ォ
ル
ソ
ム
ダ
ム
お
よ
び
ニ
ュ
ー
メ
ロ
ン
ズ
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
（
一
九
五
五
年
お
よ
び
一
九
七
八
年
）。
シ
ャ

ス
タ
ダ
ム
は
、
利
水
施
設
網
の
最
北
端
に
位
置
し
、
こ
れ
を
起
点
と
し
て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
川
が
南
流
す
る
。
Ｃ
Ｖ
Ｐ
の
ダ
ム
の
総
容
量

は
七
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
約
八
六
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）
に
上
り
、
す
べ
て
連
邦
開
墾
局
が
運
営
し
て
い
る(15
)。
④
で
述
べ
る

州
利
水
事
業
の
水
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
導
水
路
で
運
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
の
水
は
並
行
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
メ
ン
ド
ー
タ

運
河
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
。
契
約
給
水
量
は
約
一
四
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
に
上
る(16
)。

④

州
利
水
事
業
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
導
水
路(17
)）

セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
（
Ｃ
Ｖ
Ｐ
）
は
、
農
業
用
水
の
み
の
供
給
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、
都
市
用
水
の
供
給
を
主
た
る
目
的

と
し
て
州
利
水
事
業
（
State
W
ater
Project,SW
P）
が
計
画
さ
れ
、
一
九
五
六
年
に
は
計
画
を
実
施
す
る
機
関
と
し
て
州
水
資
源

局
（
D
epartm
ent
ofW
ater
Resources,D
W
R）
が
創
設
さ
れ
た
。
Ｄ
Ｗ
Ｒ
は
一
九
六
一
年
に
オ
ロ
ビ
ル
ダ
ム
、
一
九
六
三
年
に

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
導
水
路
お
よ
び
サ
ン
ル
イ
ス
貯
水
池
の
工
事
を
開
始
し
、
一
九
六
八
年
に
は
州
中
部
へ
の
導
水
が
始
ま
り
、
一
九
七

三
年
に
は
テ
ハ
チ
ャ
ピ
山
脈
を
越
え
て
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
諸
都
市
（
Ｍ
Ｗ
Ｄ
）
へ
の
導
水
が
始
ま
っ
た(18
)。
Ｓ
Ｗ
Ｐ
の
水
は
、
ア
ン
テ

ロ
ー
プ
湖
等
を
起
点
と
し
て
オ
ロ
ビ
ル
ダ
ム
に
貯
水
さ
れ
た
後
、
フ
ェ
ザ
ー
川
か
ら
デ
ル
タ
に
流
入
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
導
水
路
を

経
て
州
南
部
に
送
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｗ
Ｐ
の
水
路
の
総
延
長
は
約
六
〇
〇
マ
イ
ル
（
約
九
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
及
ぶ
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
導
水
路
だ
け
で
も
四
四
四
マ
イ
ル
（
約
七
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
距
離
を
、
最
大
の
障
壁
で
あ
る
テ
ハ
チ
ャ
ピ
山
（
約
二
千

フ
ィ
ー
ト
・
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
を
越
え
て
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
水
を
運
ぶ
。
Ｓ
Ｗ
Ｐ
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
最
大

の
電
力
消
費
者
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ロ
ビ
ル
ダ
ム
の
総
容
量
は
三
五
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
に
上
る
（
約
四
三
億
立
方
メ
ー
ト
ル
。

二
七
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
が
水
資
源
の
貯
水
用
、
八
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
が
治
水
用
）。
日
本
最
大
の
德
山
ダ
ム
の
総

カリフォルニア州における利水施設の概要と大型公共事業計画の将来展望

(阪大法学) 70 (3・4-189）587〔2020.11〕



容
量
が
六
・
六
億
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
オ
ロ
ビ
ル
ダ
ム
の
七
分
の
一
程
度
で
あ
る(19
)。

現
在
、
Ｓ
Ｗ
Ｐ
は
、
二
七
〇
〇
万
人
の
住
民
利
水
者
お
よ
び
七
五
万
エ
ー
カ
ー
（
約
三
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
農
地
に
対
し
て
、
契

約
ベ
ー
ス
で
最
大
年
間
四
二
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
約
五
二
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）
の
給
水
を
約
束
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、

平
均
し
て
年
間
二
四
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
約
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
）
の
給
水
を
行
っ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い(20
)。
ま
た
、
降
水
量

が
多
い
年
に
地
表
の
貯
水
施
設
（
オ
ロ
ビ
ル
ダ
ム
や
サ
ン
ル
イ
ス
貯
水
池
等
）
や
地
下
貯
水
施
設
（
カ
ー
ン
水
銀
行
等
）
に
貯
水
し
、

貯
水
さ
れ
た
水
を
降
水
量
の
少
な
い
年
に
放
水
す
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
・
サ
ン
ホ
ア
キ
ン
デ
ル
タ
の
水
質
改
善
に
資
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
川
の
水
の
う
ち
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
の
水
は
C.W
.BillJones
Pum
ping
Plant（
T
racy
Pum
ping
Plant）
に
お
い
て
取

水
さ
れ
メ
ン
ド
ー
タ
運
河
を
経
て
、
Ｓ
Ｗ
Ｐ
の
水
は
H
arvey
O
.Banks
D
elta
Pum
ping
Plantに
お
い
て
取
水
さ
れ
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
導
水
路
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
デ
ル
タ
以
南
に
流
さ
れ
て
い
る
（
両
プ
ラ
ン
ト
は
近
接
し
て
い
る(21
)）。
Ｓ
Ｗ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｗ

Ｒ
お
よ
び
Ｓ
Ｗ
Ｐ
の
利
水
者
の
間
で
給
水
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。

⑤

ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ
チ
ー
導
水
路
（
H
etch
H
etchy
A
queduct
(22
)）

ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ
チ
ー
導
水
路
は
、
ト
ゥ
オ
ル
ミ
川
の
水
を
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
お
よ
び
ベ
イ
エ
リ
ア
の
周
辺
市
町
村
に
届
け
る
施
設

で
あ
る
。
一
九
〇
八
年
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
長
が
ヨ
セ
ミ
テ
国
立
公
園
内
に
あ
る
ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ
チ
ー
渓
谷
に
お
け
る
ダ
ム
建
設

を
提
案
し
、
連
邦
政
府
に
申
請
し
た
。
そ
の
際
、
ギ
ッ
フ
ォ
ー
ド
・
ピ
ン
シ
ョ
ー
と
ジ
ョ
ン
・
ミ
ュ
ー
ア
は
、
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領
を
挟
ん
で
激
し
く
対
立
し
た
。
ピ
ン
シ
ョ
ー
が
人
間
に
よ
る
利
用
の
た
め
の
管
理
を
強
調
し
ダ
ム
に
賛
成
し
た
の
に
対
し

て
、
ミ
ュ
ー
ア
は
ダ
ム
反
対
運
動
を
繰
り
広
げ
た
。
大
統
領
が
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
か
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
フ
ト
、
さ
ら
に

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
交
代
し
、
一
九
一
三
年
に
は
、
内
務
長
官
に
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
レ
ー
ン
が
就
任
し
た
。
ダ
ム
建
設
推
進
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派
の
レ
ー
ン
は
、
就
任
し
た
そ
の
年
に
ダ
ム
建
設
を
決
定
し
、
一
九
二
三
年
に
は
オ
シ
ョ
ー
ネ
シ
ー
ダ
ム
が
完
成
し
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
公
益
事
業
委
員
会
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
Ｕ
Ｃ
）
の
給
水
人
口
は
二
三
〇
万
人
で
あ
り
、
市
内
で
は
上
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を

小
売
供
給
、
市
外
で
は
卸
売
供
給
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｆ
Ｐ
Ｕ
Ｃ
は
ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ
チ
ー
電
力
を
所
有
し
、
ヘ
ッ
チ
ヘ
ッ
チ
ー
電
力
は
、
電
力

サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
て
い
る
。
電
力
に
つ
い
て
は
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ガ
ス
電
力
（
Ｐ
Ｇ
＆
Ｅ
）
等
の
民
間
事
業
者
に
代
わ
る
選
択
肢
と

し
て
、
市
内
の
電
力
需
要
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
賄
っ
て
い
る
。

⑥

モ
ケ
ル
ム
ネ
導
水
路
（
M
okelum
ne
A
queduct
(23
)）

一
九
二
一
年
に
市
町
村
公
益
事
業
区
法
（
M
U
D
A
ct）
が
制
定
さ
れ
、
一
九
二
三
年
五
月
二
二
日
に
東
岸
市
町
村
公
益
事
業
区

（
Ｅ
Ｂ
Ｍ
Ｕ
Ｄ
）
が
創
設
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｂ
Ｍ
Ｕ
Ｄ
は
、
バ
ー
ク
レ
ー
や
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
・
エ
ル
セ
リ
ー
ト
等
を
含
む
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
湾
東
岸
の
市
町
村
に
上
下
水
道
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
る

と
、
一
三
〇
万
人
に
対
し
て
一
日
当
た
り
一
億
七
四
〇
〇
万
ガ
ロ
ン
（
六
億
六
千
万
リ
ッ
ト
ル
）
の
水
を
供
給
し
て
い
る(24
)。
そ
の
主
た

る
水
源
は
モ
ケ
ル
ム
ネ
川
で
あ
り
、
こ
の
一
本
の
河
川
か
ら
取
水
す
る
こ
と
に
よ
り
通
常
の
供
給
量
を
ほ
ぼ
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
し
か

し
、
一
度
だ
け
、
一
九
七
七
年
の
大
渇
水
時
に
ア
メ
リ
カ
ン
川
か
ら
導
水
し
た
こ
と
が
あ
る
。

⑦

地
下
水

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
最
近
ま
で
、
地
下
水
採
取
規
制
を
専
ら
各
自
治
体
が
制
定
す
る
条
例
に
委
ね
て
き
た
。
し
か
し
、
地
下
水

採
取
量
の
増
加
に
よ
っ
て
地
下
水
位
の
低
下
お
よ
び
地
下
水
へ
の
塩
水
の
浸
透
が
進
行
し
、
地
下
水
採
取
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

量
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
地
盤
沈
下
が
発
生
し
た
。
二
〇
一
〇
年
代
の
大
干
ば
つ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
抑
制
が
喫
緊
の
課
題

と
な
り
、
二
〇
一
四
年
に
持
続
可
能
な
地
下
水
管
理
法
（
Ｓ
Ｇ
Ｍ
Ａ
）
が
制
定
さ
れ
た(25
)。
同
法
は
、
二
〇
一
七
年
度
ま
で
に
持
続
可
能

な
地
下
水
保
全
機
関
（
Ｇ
Ｓ
Ａ
）
を
設
置
し
、
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
に
地
下
水
保
全
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
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セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
や
州
利
水
事
業
の
余
剰
水
を
帯
水
層
に
貯
水
す
る
カ
ー
ン
水
銀
行
や
オ
レ
ン
ジ
郡
水
区
が
行
う
帯
水
層
へ

の
処
理
水
注
水
事
業
は
、
帯
水
層
を
地
下
ダ
ム
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、
接
続
的
利
用
と
呼
ば
れ
る(26
)。

三

地
表
水
の
利
水
施
設
完
成
後
の
論
争
と
今
後
の
公
共
事
業
の
展
望

三
―
一

セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
と
州
利
水
事
業
を
め
ぐ
る
論
争

一
九
六
〇
年
代
に
セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
（
Ｃ
Ｖ
Ｐ
）
お
よ
び
州
利
水
事
業
（
Ｓ
Ｗ
Ｐ
）
の
運
用
が
始
ま
っ
て
以
来
、
様
々
な
問

題
が
表
面
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
か
つ
て
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
内
に
五
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
あ
っ
た
湿
地
帯
の
う
ち
九
割
が
減
少
し
、

現
在
残
さ
れ
た
湿
地
帯
面
積
は
約
四
五
万
四
千
エ
ー
カ
ー
と
さ
れ
る
（
州
内
の
主
要
な
湿
地
帯
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾
・
ス
イ
サ
ン

湾
・
セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
・
フ
ン
ボ
ル
ト
湾
・
ク
ラ
マ
ス
盆
地
に
集
中
し
て
い
る
）。
湿
地
帯
は
、
農
地
や
宅
地
の
開
発
に
よ
っ
て
失

わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
魚
類
・
水
鳥
・
そ
の
他
の
野
生
生
物
の
生
息
域
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
水
質
浄
化
な
ど
多
様
な
機
能
を

果
た
す
。
ま
た
、
一
九
八
〇
―
九
〇
年
代
の
水
質
検
査
に
お
い
て
、
高
濃
度
の
セ
レ
ン
や
D
iazinon
と
呼
ば
れ
る
殺
虫
剤
が
検
出
さ

れ
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
お
よ
び
Ｓ
Ｗ
Ｐ
に
よ
る
過
剰
な
取
水
・
水
輸
出
に
よ
る
海
水
の
浸
入
や
そ
れ
に
伴
う
デ
ル
タ
内
の
塩
分
濃
度
の
上
昇
が
見

ら
れ
た
。

水
量
面
・
水
質
面
で
の
環
境
劣
化
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
清
浄
水
法
（
Ｃ
Ｗ
Ａ
）
執
行
が
極
め
て
緩
や
か
で
あ
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る(27
)。
第
一
に
、
こ
の
時
期
の
連
邦
内
務
省
は
、
州
法
上
の
水
質
基
準
を
遵
守
す
る
義
務
は
な
い
と
主
張
し
て
お

り
、
第
二
に
、
一
九
六
七
年
に
改
称
さ
れ
た
州
水
資
源
管
理
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
）
に
よ
る
法
執
行
が
弱
く
実
効
性
に
欠
け
て
い
た
。

Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
は
河
川
の
取
水
制
限
と
水
質
保
全
と
い
う
二
つ
の
職
責
を
持
つ
が
、
十
分
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
批
判
を
受
け
て
、
州
議
会
は
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
の
役
割
を
増
や
そ
う
と
し
た
が
、
当
時
の
ジ
ェ
リ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
州
知
事
お
よ
び
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ジ
ョ
ー
ジ
・
デ
ュ
ー
ク
メ
ジ
ア
ン
州
知
事
は
予
算
を
削
減
し
た
。
ま
た
、
州
健
康
局
が
有
害
化
学
物
質
の
排
出
規
制
（
お
よ
び
Ｓ
Ｗ
Ｒ

Ｃ
Ｂ
の
事
務
局
）
を
担
う
の
に
対
し
て
、
州
食
品
農
業
局
が
農
薬
の
規
制
を
担
う
な
ど
、
行
政
機
構
の
縦
割
り
化
が
進
ん
で
お
り
、
行

政
の
予
算
削
減
や
縦
割
り
化
が
法
執
行
を
弱
め
た
と
さ
れ
る
。
一
九
七
八
年
に
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
・
サ
ン
ホ
ア
キ
ン
デ
ル

タ
の
水
質
基
準
の
決
定
お
よ
び
水
利
権
決
定
一
四
八
五
号
（
D
1485）
を
行
っ
た
が
、
連
邦
内
務
省
は
Ｃ
Ｖ
Ｐ
の
運
用
に
当
た
り
Ｓ
Ｗ

Ｐ
と
協
調
し
て
州
法
上
の
水
質
基
準
を
遵
守
す
る
義
務
は
な
い
と
主
張
し
た
。

衝
撃
を
受
け
た
環
境
保
護
団
体
は
、
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
が
州
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
け
で
は
な
く
連
邦
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
規
制
権
限
を
有

し
、
州
内
の
水
量
・
水
質
に
つ
い
て
も
広
範
な
規
制
権
限
を
有
し
、
水
質
基
準
（
本
件
基
準
）
お
よ
び
D
1485
が
違
法
で
あ
る
旨
の

宣
言
判
決
お
よ
び
適
法
な
基
準
策
定
の
義
務
付
け
を
求
め
て
連
邦
政
府
を
提
訴
し
た
。
一
九
八
六
年
、
い
わ
ゆ
る
ラ
カ
ネ
リ
判
決

（
RacanelliD
ecision
(28
)）
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
に
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
お
よ
び
Ｓ
Ｗ
Ｐ
の
規
制
権
限
が
あ
る
。
ま
た
、
地
表
水
の
取
水
規
制
お
よ
び
水
質
管
理
に
つ
い
て
、
Ｓ

Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
に
塩
分
濃
度
管
理
お
よ
び
水
生
生
物
保
全
そ
の
他
の
有
益
的
使
用
の
た
め
に
水
利
権
を
変
更
す
る
権
限
が
あ
り
、
本
件
基
準

お
よ
び
D
1485
は
違
法
で
あ
る
。」
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
公
共
信
託
法
理
を
援
用
し
、
よ
り
積
極
的
に
規
制
権
限
を
行
使
す

る
よ
う
命
じ
、
州
水
資
源
管
理
委
員
会
に
差
し
戻
し
た(29
)。

一
九
八
九
年
に
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
は
第
一
次
水
質
計
画
を
策
定
し
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
お
よ
び
Ｓ
Ｗ
Ｐ
に
よ
る
水
搬
出
量
に
つ
い
て
一
九
八
六
年
の

レ
ベ
ル
を
上
限
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
住
民
に
水
利
使
用
上
の
義
務
を
課
す
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
保
全
倫

理
憲
章
（
California
Conservation
Ethic）
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
一
年
に
強
烈
な
政
治
的
な
反
撃
を
受
け
、
再
度
提

出
さ
れ
た
水
質
計
画
に
お
い
て
、
水
質
基
準
は
一
九
七
八
年
の
原
決
定
と
殆
ど
同
じ
レ
ベ
ル
に
逆
戻
り
し
、
水
搬
出
量
の
上
限
は
消
さ

れ
、
倫
理
憲
章
の
維
持
流
量
お
よ
び
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
関
す
る
記
載
も
削
除
さ
れ
た(30
)。
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一
九
九
一
年
決
定
の
欠
陥
を
目
の
当
た
り
に
し
、
連
邦
環
境
保
護
庁
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
は
同
決
定
を
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
に
差
し
戻
し
、
一
九
九

三
年
五
月
に
は
、
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
は
、
再
度
、
水
質
基
準
を
策
定
し
、
D
1485
に
代
わ
る
水
利
権
決
定
お
よ
び
維
持
流
量
に
関
す
る
基

準
を
策
定
し
た
（
後
者
は
サ
ケ
お
よ
び
ス
テ
ィ
ー
ル
ヘ
ッ
ド
保
全
を
目
的
と
す
る
）。
こ
れ
に
反
発
し
た
ピ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
州
知

事
は
委
員
会
に
対
し
て
一
九
九
三
年
決
定
の
取
消
し
を
命
じ
た
が
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
一
九
九
四
年
に
は
連
邦
湾
・
デ
ル
タ
・
河
口
水
質
基
準

を
策
定
し
て
対
抗
し
た
。

ま
た
、
一
九
八
九
年
に
国
家
海
洋
漁
業
局
（
Ｎ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
）
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
川
に
お
い
て
冬
に
遡
上
す
る
マ
ス
ノ
ス
ケ
を
絶
滅
の
恐

れ
が
あ
る
種
リ
ス
ト
に
掲
載
し
、
一
九
九
四
年
に
絶
滅
危
惧
種
リ
ス
ト
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
合
衆
国
魚
類
野
生
生
物
局

（
Ｕ
Ｓ
Ｆ
Ｗ
Ｓ
）
が
デ
ル
タ
ス
メ
ル
ト
を
絶
滅
の
恐
れ
が
あ
る
種
リ
ス
ト
に
掲
載
し
た
。
背
景
に
は
一
九
八
九
年
段
階
で
の
一
九
四
〇

年
比
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
遡
上
数
の
減
少
と
、
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
個
体
数
の
減
少
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
連
邦
行
政
機
関
は
、

生
物
学
的
知
見
に
お
い
て
Ｃ
Ｖ
Ｐ
お
よ
び
Ｓ
Ｗ
Ｐ
の
運
用
改
善
を
呼
び
か
け
た
。

さ
ら
に
、
連
邦
議
会
も
介
入
し
た
。
一
九
九
二
年
に
は
、
連
邦
議
会
は
セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
改
善
法
（
Pub.L.N
o.102-575,

§§3401-12,CV
PIA
）
を
制
定
し
、
Ｃ
Ｖ
Ｐ
が
環
境
へ
の
影
響
を
無
視
し
て
都
市
お
よ
び
農
業
の
た
め
だ
け
に
運
用
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
認
め
た
上
で
、
八
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
を
魚
類
な
ど
環
境
保
全
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
（
八
〇
万
エ
ー

カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
［
九
・
九
億
立
方
メ
ー
ト
ル
］
は
給
水
契
約
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
し
、
結
果
的
に
農
業
用
水
の
取
水
量
が

削
減
さ
れ
た(31
)）。

州
知
事
に
よ
る
拒
否
権
行
使
に
も
拘
ら
ず
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
水
質
基
準
を
押
し
付
け
、
Ｎ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
等
が
マ
ス
ノ
ス
ケ
や
デ
ル
タ
ス
メ
ル
ト

を
絶
滅
危
惧
種
リ
ス
ト
等
に
掲
載
し
た
こ
と
は
、
州
政
府
お
よ
び
州
民
に
強
い
危
機
感
を
も
た
ら
し
、
連
邦
政
府
と
の
間
で
の
協
議
の

必
要
性
を
強
く
認
識
さ
せ
た
。
一
九
九
四
年
一
二
月
に
は
ベ
イ
・
デ
ル
タ
協
約
お
よ
び
新
た
な
水
質
基
準
が
締
結
、
策
定
さ
れ
、
よ
り
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野
心
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
ベ
イ
・
デ
ル
タ
計
画
に
結
実
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
お
よ
び
連

邦
を
含
む
全
て
の
関
連
行
政
機
関
が
一
堂
に
会
し
て
直
接
交
渉
を
行
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
二
〇
〇
七
年
に
向
け
た

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
決
定
記
録
を
公
表
す
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
は
、
デ
ル
タ
か
ら
外
部
へ
の
水
の
搬
出
量
を

急
激
に
増
加
さ
せ
る
計
画
を
含
み
、
か
つ
、
そ
の
た
め
の
資
金
調
達
も
で
き
ず
、
様
々
な
問
題
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
中
盤
に
は
行
き
詰

ま
り
、
二
〇
〇
七
年
に
は
訴
訟
合
戦
に
逆
戻
り
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
州
知
事
に
就
任
し
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ネ
ッ
ガ
ー
は
、

デ
ル
タ
の
た
め
の
戦
略
計
画
を
ま
と
め
た
。
同
計
画
は
、
生
態
系
の
回
復
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
の
よ
り
安
定
し
た
水
供
給
を
切
り
離

す
こ
と
の
で
き
な
い
表
裏
一
体
の
目
標
と
し
て
扱
っ
て
い
る(32
)。

さ
て
、
一
九
九
二
年
に
渇
水
が
あ
っ
た
。
渇
水
そ
の
も
の
は
軽
微
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
都
市
利
水
者
の
需
要
が
伸
び
て

い
た
こ
と
か
ら
、
農
業
利
水
者
は
取
水
量
を
ゼ
ロ
に
制
限
さ
れ
た
。
背
景
に
は
、
一
九
七
七
年
以
降
の
農
業
利
水
者
の
水
供
給
へ
の
期

待
お
よ
び
耕
作
の
慣
行
の
変
化
が
あ
っ
た
。
渇
水
後
、
比
較
的
降
水
量
の
多
い
年
が
続
い
た
た
め
、
農
家
は
単
年
生
作
物
に
代
え
て
、

ア
ー
モ
ン
ド
等
の
収
益
性
の
高
い
多
年
生
作
物
を
耕
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
満
を
募
ら
せ
た
農
家
は
Ｄ
Ｗ
Ｒ
に
働
き
か
け
、
一
九

九
四
年
に
は
、
Ｄ
Ｗ
Ｒ
と
五
件
の
農
業
利
水
者
の
間
で
秘
密
裏
に
給
水
契
約
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

修
正
後
の
給
水
契
約
に
お
い
て
、
今
後
、
農
業
利
水
者
が
同
様
の
損
害
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
都
市
利
水
者
と
農
業
利
水
者
は

平
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
（
モ
ン
ト
レ
ー
修
正
［
M
onterey
A
m
endm
ent］
と
呼
ば
れ
る
）。
渇
水
時
に
は
、
従
来
農

業
用
水
が
先
に
削
減
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
都
市
用
水
も
農
業
用
水
も
同
じ
割
合
で
削
減
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
例
外
と
し
て
、

知
事
に
よ
る
非
常
事
態
宣
言
に
よ
っ
て
都
市
用
水
の
削
減
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
ま
た
は
裁
判
所
に
よ
る
同
旨
の
決

定
に
よ
っ
て
も
削
減
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
翌
一
九
九
五
年
に
は
、
Ｄ
Ｗ
Ｒ
は
、
所
有
し
て
い
た
カ
ー
ン
水
銀
行
（
K
ern
W
ater
Bank）
を
四
万
五
千
エ
ー
カ
ー
・
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フ
ィ
ー
ト
の
ペ
ー
パ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
―
―
現
実
に
給
水
を
受
け
た
実
績
の
な
い
優
先
順
位
が
極
め
て
低
い
専
用
権
―
―
と
引
き
換
え
に

農
業
利
水
者
（
K
ern
County
W
ater
A
gency）
に
譲
渡
し
た(33
)。
し
か
し
、
本
来
、
Ｓ
Ｗ
Ｐ
は
農
業
用
水
よ
り
も
都
市
用
水
を
供
給

し
、
デ
ル
タ
の
水
質
を
改
善
す
る
た
め
に
Ｄ
Ｗ
Ｒ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
銀
行
を
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
が
支
配
す

る
合
同
公
共
団
体
（
JointPow
ers
A
uthority,JPA
）
に
譲
渡
し
た
点
や
近
隣
の
井
戸
の
水
位
が
低
下
し
た
点
、
さ
ら
に
、
環
境
影

響
評
価
が
不
十
分
で
あ
る
点
等
に
つ
き
批
判
を
浴
び
、
訴
訟
に
発
展
し
て
い
る(34
)。

三
―
二

大
型
公
共
事
業
計
画
の
展
望(35
)

一
九
六
〇
年
代
に
、
州
水
資
源
局
（
Ｄ
Ｗ
Ｒ
）
が
中
心
と
な
り
、
連
邦
陸
軍
工
兵
隊
・
連
邦
内
務
省
開
墾
局
が
デ
ル
タ
地
域
の
流
域

管
理
に
つ
い
て
共
同
で
検
討
し
打
ち
出
し
た
政
策
案
は
、
ペ
リ
フ
ェ
ラ
ル
運
河
計
画
と
呼
ば
れ
る
。
ペ
リ
フ
ェ
ラ
ル
運
河
計
画
と
は
、

「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
川
の
水
が
デ
ル
タ
に
流
入
す
る
前
に
こ
れ
を
汲
み
上
げ
、
そ
の
東
側
に
建
設
さ
れ
る
運
河
を
通
し
て
、
デ
ル
タ
の
南

側
に
運
ん
で
し
ま
お
う
、
と
い
う
一
大
公
益
事
業
で
あ
る(36
)」。
計
画
上
、
運
河
が
デ
ル
タ
の
周
縁
部
を
回
る
こ
と
か
ら
ペ
リ
フ
ェ
ラ
ル

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
計
画
の
受
益
者
は
デ
ル
タ
の
南
側
に
多
数
い
る
が
、
最
大
の
受
益
者
は
大
都
市
圏
水
区
（
Ｍ
Ｗ
Ｄ
）
で
あ

る
。上

流
で
の
取
水
量
を
増
や
す
と
、
海
水
の
上
昇
を
抑
え
る
た
め
の
水
圧
の
維
持
や
水
質
維
持
の
た
め
の
希
釈
用
の
水
の
確
保
、
さ
ら

に
魚
類
の
遡
上
・
降
下
を
可
能
に
す
る
た
め
の
維
持
流
量
確
保
が
困
難
に
な
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
セ
ン
ト

ラ
ル
バ
レ
ー
事
業
（
Ｃ
Ｖ
Ｐ
）
お
よ
び
州
利
水
事
業
（
Ｓ
Ｗ
Ｐ
）
を
は
じ
め
と
す
る
利
水
事
業
に
よ
る
取
水
が
年
々
激
し
く
な
り
、
デ

ル
タ
の
水
質
は
、
都
市
の
農
業
排
水
や
生
活
排
水
に
よ
る
汚
染
と
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾
か
ら
上
っ
て
く
る
太
平
洋
の
海
水
に
よ
る

塩
分
濃
度
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
劣
化
し
て
い
た(37
)。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
諸
都
市
は
成
長
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を
続
け
、
一
九
八
〇
年
に
は
、
州
民
投
票
に
お
い
て
事
業
計
画
法
案
（
提
案
八
号
）
は
承
認
さ
れ
、
計
画
の
実
現
は
決
定
し
た
か
に
見

え
た(38
)。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
、
財
政
の
ひ
っ
迫
に
加
え
て
、
北
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
住
民
お
よ
び
環
境
保
護
団
体
の
猛
反
発
が
始
ま

り
、
一
九
八
二
年
の
州
民
投
票
に
お
い
て
事
業
計
画
法
案
は
撤
回
さ
れ
た(39
)。

一
九
八
三
年
の
モ
ノ
湖
事
件
判
決
に
よ
り
、
モ
ノ
湖
周
辺
に
お
け
る
取
水
は
困
難
に
な
り
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
か
ら
の
供

給
は
行
き
詰
ま
っ
た
。
ま
た
、
一
九
六
三
年
の
ア
リ
ゾ
ナ
対
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
判
決
に
お
い
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
・
ア
リ
ゾ
ナ

州
・
ネ
バ
ダ
州
へ
の
割
当
て
は
そ
れ
ぞ
れ
年
間
四
四
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
五
四
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）・
二
八
〇
万
エ
ー

カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
三
四
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）・
三
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
三
億
七
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
）
と
さ
れ
た
が
、
当

初
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
は
取
水
・
導
水
施
設
が
な
く
、
ネ
バ
ダ
州
に
は
需
要
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
年
間
五
二
〇

万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
（
約
六
四
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）
の
取
水
を
続
け
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
は
取

水
・
導
水
施
設
を
整
備
し
、
ネ
バ
ダ
州
で
も
ラ
ス
ベ
ガ
ス
が
急
成
長
を
遂
げ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
か
ら
一
九

九
〇
年
代
以
前
と
同
様
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
計
画
実
現
へ
の
圧
力
が
高
ま
っ
た(40
)。
と
こ
ろ
が
、
ラ
カ
ネ
リ
判
決
等

を
受
け
、
セ
ン
ト
ラ
ル
バ
レ
ー
に
お
け
る
ペ
リ
フ
ェ
ラ
ル
運
河
の
実
現
も
一
層
困
難
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
も
、
ペ
リ
フ
ェ

ラ
ル
運
河
計
画
は
、
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
ベ
イ
・
デ
ル
タ
計
画
の
選
択
肢
と
し
て
浮
上
す
る
が
、
実
現
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

四

残
さ
れ
た
法
的
な
検
討
課
題

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
水
資
源
の
賦
存
地
と
需
要
地
が
離
れ
て
い
る
た
め
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

の
諸
都
市
が
成
長
を
遂
げ
る
た
め
に
は
利
水
施
設
が
必
須
で
あ
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
に
主
な

利
水
施
設
を
整
備
し
た
。
ペ
リ
フ
ェ
ラ
ル
運
河
計
画
は
、
次
世
代
の
公
共
事
業
と
し
て
構
想
さ
れ
た
が
、
財
政
的
制
約
や
環
境
上
の
制
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約
か
ら
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
七
七
年
の
渇
水
以
降
、
水
利
使
用
を
め
ぐ
る
価
値
観
も
変
化
を
遂
げ
た
。
第
一
に
、「
す
べ
て
の
資

源
を
最
大
限
開
発
し
て
使
い
切
る
と
い
う
発
想
か
ら
、
既
存
の
資
源
を
効
率
的
に
活
用
す
る
と
い
う
考
え
方
に
移
行
し
た
」。
第
二
に
、

「
河
川
を
流
れ
る
水
が
海
に
注
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
間
合
理
的
と
は
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た(41
)」。
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
灌
漑
区
（
Ｉ
Ｉ

Ｄ
）
の
灌
漑
用
水
の
ロ
ス
を
減
ら
し
、
大
都
市
圏
水
区
（
Ｍ
Ｗ
Ｄ
）
や
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
郡
水
資
源
機
構
（
Ｓ
Ｄ
Ｃ
Ｗ
Ａ
）
の
都
市
用
水

と
し
て
転
用
す
る
水
取
引
の
試
み
（
Ｑ
Ｓ
Ａ
）
や
、
魚
類
を
は
じ
め
と
す
る
野
生
生
物
保
護
を
目
的
と
し
た
維
持
流
量
確
保
の
試
み
は
、

第
一
お
よ
び
第
二
の
価
値
観
の
変
化
の
代
表
例
で
あ
る
。

そ
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
大
型
公
共
事
業
に
よ
る
供
給
面
で
の
行
き
詰
ま
り
や
水
利
使
用
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
変
化
を
節

水
（
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
に
お
け
る
節
水
型
ト
イ
レ
の
普
及
）、
水
の
リ
サ
イ
ク
ル
（
オ
レ
ン
ジ
郡
水
区
に
よ
る
処
理
水
の
帯
水
層

へ
の
注
入
）、
水
取
引
（
水
利
権
定
量
化
に
関
す
る
和
解
［
Ｑ
Ｓ
Ａ
］
等
に
見
ら
れ
る
市
場
原
理
の
活
用
）
等
に
よ
る
需
要
管
理
に

よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た(42
)。

本
稿
で
は
様
々
な
利
水
施
設
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
合
理
的
使
用
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
の
検

討
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｑ
Ｓ
Ａ
（
②
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
）
を
事
例
と
し
て
、
別
稿
で
検
討
し
た(43
)。
次
に
、
公
共
信
託
法

理
に
つ
い
て
は
、
モ
ノ
湖
事
件
（
①
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
）
と
ラ
カ
ネ
リ
判
決
（
③
Ｃ
Ｖ
Ｐ
お
よ
び
④
Ｓ
Ｗ
Ｐ
）
を
事
例
と
し

て
、
別
稿
で
検
討
し
た(44
)。
ま
た
、
ダ
ム
撤
去
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
マ
ス
川
流
域
を
事
例
と
し
て
、
別
稿
で
検
討
し
た(45
)。
近
年
の

地
下
水
（
⑦
）
の
利
用
お
よ
び
保
全
に
つ
い
て
は
、「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
持
続
可
能
な
地
下
水
管
理
法
の
現
状
と
課
題
」

と
い
う
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
が
、
未
完
成
に
終
わ
っ
た(46
)。
最
後
に
、
コ
ロ
ラ
ド
川
（
②
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
）
に
関
す
る
国
際
協
力

に
お
け
る
法
の
支
配
と
市
民
参
加
・
市
場
原
理
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
検
討
し
た(47
)。
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(⚑
)
See
M
arc
Reisner,CA
D
ILLA
C
D
ESERT
:T
H
E
A
M
ERICA
N
W
EST
A
N
D
IT
S
D
ISA
PPEA
RIN
G
W
A
T
ER
(N
ew

Y
ork
:V
iking,1986),113-114.A
lso,Eric
A
.Stene,Central
V
alley
Project
O
verview
,https://w
w
w
.usbr.gov/m
p/cvp/

docs/cvp-overview
.pdf

(⚒
)
See
California
D
epartm
ent
ofFinance
(http://w
w
w
.dof.ca.gov/Forecasting/D
em
ographics/Estim
ates/e-1/docum
ents/

E-1_2017PressRelease.pdf)and
U
S
Clim
ate
D
ata
(https://w
w
w
.usclim
atedata.com
/clim
ate/california/united-states/3174),

last
visited
on
D
ec.12th,2019.

(⚓
)
htts://w
w
w
.cdfa.ca.gov/agvision/docs/W
ater_Supply_and_D
em
and.pdf

(⚔
)
D
avid
Carle,
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
T
O
W
A
T
ER
IN
CA
LIFO
RN
IA
[hereinafter
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
]
(U
niversity
of

California
Press,2009),at
88-90.

(⚕
)
N
orris
H
undley,Jr.,T
H
E
GREA
T
T
H
IRST
(U
niversity
of
California
Press,2001),at
239,254-255
and
258.

(⚖
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
115-118.

(⚗
)
N
ationalA
udubon
Society
et.al.v.SuperiorCourt(D
ept.ofW
aterand
Pow
eret.al.),33
Cal.3d
419
(1983).
ア
ン
ト

ニ
オ
・
ロ
ス
マ
ン
（
釼
持
麻
衣
訳
）「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
干
ば
つ
に
お
け
る
市
民
参
加
」
行
政
法
研
究
一
二
号
二
二
七
―
二
二
八
頁
（
二
〇

一
六
年
）
お
よ
び
畠
山
武
道
『
ア
メ
リ
カ
の
環
境
保
護
法
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）
七
二
―
九
一
頁
。

(⚘
)
See
A
rizona
v.California,373
U
.S.546
(1963).

(⚙
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at88
and
113
and
Barton
T
hom
pson
Jr.,John
Leshy,RobertA
bram
s,Sandra
Zellm
er,LEGA
L

CO
N
T
RO
L
O
F
W
A
T
ER
RESO
U
RCES,CA
SES
A
N
D
M
A
T
ERIA
LS,6th
ed.(2018)[hereinafter
LEGA
L
CO
N
T
RO
L],at

1025-1026.

(10
)
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
は
、
フ
ー
バ
ー
ダ
ム
お
よ
び
コ
ロ
ラ
ド
川
導
水
路
の
建
設
を
連
邦
政
府
に
対
し
て
働
き
か
け
る
た
め
、
周
辺
の
諸

都
市
を
巻
き
込
み
、
Ｍ
Ｗ
Ｄ
を
創
設
し
た
。
H
undley,Id,
at
216-220.

(11
)
連
邦
利
水
事
業
の
一
般
法
と
し
て
、
一
九
〇
二
年
に
は
、
開
墾
法
（
Reclam
ation
A
ct）
が
制
定
さ
れ
た
。
在
地
所
有
者
が
所
有
す
る

一
六
〇
エ
ー
カ
ー
以
内
の
農
地
に
限
り
連
邦
利
水
事
業
か
ら
給
水
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
と
い
う
エ
ー
カ
ー
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
開
墾
法
制

定
当
時
、
エ
ー
カ
ー
制
限
は
遵
守
さ
れ
て
い
た
が
、
不
在
大
土
地
所
有
者
の
所
有
地
で
の
生
産
活
動
は
、
ダ
ス
ト
ボ
ウ
ル
の
発
生
等
に
よ
り
農
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地
を
売
却
し
た
元
自
作
農
等
の
雇
用
に
よ
っ
て
増
加
し
、
エ
ー
カ
ー
制
限
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、
連
邦
利
水
事
業
で
あ
る
ボ

ル
ダ
ー
渓
谷
事
業
か
ら
不
在
大
土
地
所
有
者
へ
の
エ
ー
カ
ー
制
限
を
超
え
る
給
水
を
許
容
し
て
い
る
利
水
事
業
法
の
特
別
法
で
あ
る
。

H
undley,Id,
at
223-226
and
262-272.

(12
)
See
H
undley,Id,
at
470-478.

(13
)
松
本
充
郎
「
コ
ロ
ラ
ド
川
に
関
す
る
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
法
の
支
配
と
市
民
参
加
―
―
一
九
四
四
年
米
墨
水
条
約
に
お
け
る
Ｉ
Ｂ
Ｗ

Ｃ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
司
法
」
行
政
法
研
究
一
八
号
八
三
―
一
〇
八
頁
（
二
〇
一
七
年
）。
See
LEGA
L
CO
N
T
RO
L
at
1025-1030
and

IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
113-115.

(14
)
M
etropolitan
W
ater
D
istrict
ofSouthern
California
(http://w
w
w
.m
w
dh2o.com
/W
ho%
20W
e%
20A
re%
20%
20Fact%
20

Sheets/6.4.2_M
aps_M
ajor_W
ater_Conveyance.pdf),last
visited
on
D
ec.12,2019.

(15
)
See
H
undley,Id,
at
255-259.

(16
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
88.

(17
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
92.

(18
)
See
H
undley,Id,
at
X
X
.

(19
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
92-99.
遠
藤
崇
浩
『
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
水
銀
行
の
挑
戦
』（
昭
和
堂
、
二
〇
一
三
年
）
二
四
―
二
六
頁
。

(20
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
88
and
92.

(21
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
96
and
104-106.See
also
H
undley,Id,
at
259fig
and
315.

(22
)
岡
島
成
行
『
ア
メ
リ
カ
の
環
境
保
護
運
動
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
〇
年
）
八
七
―
九
五
頁
を
参
照
。
See
also
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at

118-123.

(23
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
123-125.

(24
)
See
https://w
w
w
.ebm
ud.com
/about-us/w
ho-w
e-are/m
ission-and-history/,last
visited
on
N
ov.17,2019.

(25
)
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ス
マ
ン
、
前
掲
注
(⚗
)、
二
二
三
―
二
三
四
頁
。

(26
)
See
IN
T
RO
D
U
CT
IO
N
at
201-203.

(27
)
See
H
undley,Id,
at
404.
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(28
)
See
U
nited
States
v.SW
RCB,227
Cal.Rptr.161,169
(Ct.A
pp.1986).Brian
Gray,Ensuring
the
Public
T
rust,45
U
.C.

D
avis
L.Rev.973
(2012).

(29
)
See
H
undley,Id,
at
404.

(30
)
See
ELLEN
H
A
N
A
K
etal.,M
A
N
A
GIN
G
CA
LIFO
RN
IA
S̓
W
A
T
ER
:FRO
M
CO
N
FLICT
T
O
RECO
N
CILIA
T
IO
N
,

at
59-65.See
LEGA
L
CO
N
T
RO
L
(5th
ed.)
at
741-745.

(31
)
法
令
上
、
削
減
量
は
四
〇
―
一
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
と
規
定
さ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
コ
ロ
ラ
ド
川
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
に
対
す
る
供
給
量
が
絞
ら
れ
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
諸
都
市
は
飲
料
水
の
確
保
に
追
わ
れ
て
い
る
。
農
業
用
水
の
不
足
分
は
、
地
下

水
採
取
お
よ
び
水
取
引
（
渇
水
銀
行
や
相
対
取
引
）
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
See
ELLEN
H
A
N
A
K
et
al.,
Ibid.

(32
)
See
ELLEN
H
A
N
A
K
et
al.,
Ibid.

(33
)
See
Center
for
Biological
D
iversity.(https://w
w
w
.biologicaldiversity.org/cam
paigns/m
onterey_plus_am
endm
ents/

law
s-uits.htm
l),last
visited
on
D
ec.12th,2019.

(34
)
See
A
dam
K
eats
and
Chelsea
T
u,N
ot
A
llW
ater
Stored
U
nderground
Is
Groundw
ater:A
quifer
Privatization
and

California̓s2014
Groundw
aterSustainable
M
anagem
entA
ct,9
Golden
Gate
U
.Envtl.L.J.93
(2015).D
elta
W
aterA
gency
v.

State
W
ater
Res.ControlBd.,20
Cal.Rptr.3d
898,900
(2004).A
aron
E.Baker,CentralD
elta
W
ater
A
gency
v.State
W
ater

Resources
ControlBoard
:Exposing
Inherent
T
ensions
in
the
California
W
ater
Code
w
ith
Respect
to
W
ater
T
ransfer

M
arkets,14
H
astings
W
estN
orthw
estJ.ofEnvtl.L.&
Pol̓y
1645
(2008).Planning
&
Conservation
League
v.D
epartm
ent

of
W
ater
Resources
(2000).

(35
)
小
塩
和
人
『
水
の
環
境
史
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
）。

(36
)
同
、
一
四
七
頁
。
See
H
undley,Id,
at
313.

(37
)
See
H
undley,Id,
at
313-314.

(38
)
See
H
undley,Id,
at
325-334.

(39
)
See
H
undley,Ibid.

(40
)
See
H
undley,Id,
at
315.
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(41
)
小
塩
、
前
掲
注
(35
)二
〇
五
頁
。

(42
)
遠
藤
崇
浩
は
、「
ハ
ー
ド
・
パ
ス
か
ら
ソ
フ
ト
・
パ
ス
へ
」
と
呼
ぶ
（
遠
藤
前
掲
注
(19
)四
〇
頁
）。

(43
)
松
本
充
郎
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
長
期
水
融
通
制
度
お
よ
び
影
響
緩
和
策
に
関
す
る
考
察
―
―
水
利
権
定
量
化
等
に
関
す
る
和

解
契
約
と
そ
の
示
唆
」
行
政
法
研
究
三
四
号
七
五
―
八
六
頁
（
二
〇
二
〇
年
）。

(44
)
松
本
充
郎
「
米
国
法
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理
の
半
世
紀
（
一
）（
二
・
完
）
―
―
自
然
資
源
法
に
お
け
る
持
続
可
能
性
へ
の
挑
戦
―
―
」

阪
大
法
学
七
〇
巻
二
号
五
三
―
八
九
頁
（
二
〇
二
〇
年
）、
七
〇
巻
五
号
（
二
〇
二
一
年
一
月
刊
行
予
定
）。

(45
)
松
本
充
郎
「
米
国
流
域
環
境
法
に
関
す
る
考
察
―
―
森
・
川
・
海
の
連
携
へ
の
序
説
―
―
」
四
銀
経
営
情
報
一
〇
九
巻
一
―
九
頁
（
二
〇

〇
九
年
）。

(46
)
そ
の
概
要
は
、
松
本
充
郎
『
日
米
流
域
管
理
法
政
策
に
お
け
る
持
続
可
能
性
へ
の
挑
戦
―
―
日
米
水
法
の
比
較
法
的
研
究
（
仮
題
）』（
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
一
年
三
月
刊
行
予
定
）
の
第
三
部
第
六
章
第
三
節
二
に
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

(47
)
松
本
、
前
掲
注
(13
)、
松
本
充
郎
「
法
の
支
配
を
通
じ
た
持
続
可
能
な
発
展
―
―
米
墨
関
係
に
お
け
る
コ
ロ
ラ
ド
川
の
水
紛
争
か
ら
の
展

望
―
―
」
星
野
俊
也
・
大
槻
恒
裕
・
村
上
正
直
編
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
公
共
政
策
の
責
任
第
二
巻
富
の
共
有
と
公
共
政
策
』（
大
阪
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
一
四
五
―
一
八
二
頁
。

追
悼
の
辞

松
本
充
郎
先
生
は
、
令
和
二
年
七
月
一
五
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
四
九
歳
で
し
た
。
昨
年
（
令
和
元
年
）
七
月
に
重
病
が

判
明
し
た
後
、
残
り
の
人
生
を
研
究
の
集
大
成
に
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
年
（
令
和
二
年
）
五
月
、『
阪
大
法
学
』
に
、
①

「
米
国
法
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理
の
半
世
紀
―
―
自
然
資
源
法
に
お
け
る
持
続
可
能
性
へ
の
挑
戦
―
―
」
と
②
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
お
け
る
利
水
施
設
の
概
要
と
大
型
公
共
事
業
計
画
の
将
来
展
望
」
と
い
う
二
本
の
論
攷
を
投
稿
さ
れ
ま
し
た
。
①
の
前
半
は
第
七

〇
巻
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
号
を
実
際
に
手
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
棺
の
副
葬
品
と
し
て
携
え
、
一
緒
に
旅
立
た
れ
ま
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し
た
。
①
の
後
半
と
②
の
扱
い
に
つ
き
、
ご
遺
族
等
と
ご
相
談
し
ま
し
た
が
、『
阪
大
法
学
』
へ
の
掲
載
を
希
望
さ
れ
た
松
本
先
生
の

ご
遺
志
を
実
現
す
る
こ
と
が
供
養
に
な
る
と
考
え
、
そ
の
旨
を
大
阪
大
学
法
学
会
に
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、
掲
載
を
快
諾
し
て
い
た
だ

き
、
②
を
本
号
（
第
七
〇
巻
第
三
・
四
合
併
号
）
に
、
①
の
後
半
を
第
七
〇
巻
第
五
号
（
令
和
三
年
一
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
大
阪
大
学
法
学
会
の
ご
厚
意
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

松
本
先
生
は
、
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
一
旦
、
銀
行
に
就
職
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
学
問
の
世
界
を
目
指
し
、
修
士
課

程
で
は
東
京
大
学
で
法
哲
学
を
、
博
士
後
期
課
程
で
は
上
智
大
学
で
環
境
法
を
専
攻
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
高
知
大
学
に
就
職
さ
れ
、

平
成
二
四
年
四
月
か
ら
、
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
准
教
授
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

松
本
先
生
の
ご
専
門
は
行
政
法
・
環
境
法
で
す
。
特
に
、
水
法
を
研
究
さ
れ
、
日
米
の
比
較
研
究
や
他
分
野
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、

ア
ユ
や
サ
ケ
の
天
然
遡
上
の
復
活
や
気
候
変
動
適
応
策
と
し
て
の
統
合
的
水
管
理
を
具
体
的
な
目
標
と
し
て
、
目
標
達
成
に
必
要
な
法

政
策
を
検
討
・
提
言
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
最
近
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
・
土
地
法
（
主
に
森
林
法
）・
漁
業
法
・
気
候
変
動
法
制
に
つ
い

て
も
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

志
半
ば
に
し
て
倒
れ
た
松
本
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
み
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

大
久
保

邦
彦

松
本
充
郎
会
員
の
ご
逝
去
を
悼
み
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
生
前
投
稿
さ
れ
て
い
た
ご
遺
稿
を
本
号
と
次
号
に
お
い
て
掲
載

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
際
公
共
政
策
研
究
科
の
同
僚
で
あ
る
大
久
保
邦
彦
会
員
の
ご
尽
力
を
得
ま
し
た
。
大
久
保
会
員
に
は
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

大
阪
大
学
法
学
会
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